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平 成 ２ ４ 年  第 １ ３回 仙 北 市 農 業 委 員 会総 会 議 事 録  

１ ． 開 催 日 時  平 成２ ４ 年 １ １ 月 ９ 日 （金 ） 午 後 １ 時 ０ ０ 分  

２ ． 開 催 場 所  仙 北市 役 所 西 木 庁 舎 総 合開 発 セ ン タ ー 集 会 室  

３ ． 出 席 委 員  (２３人 ) 

       １ 番  藤  村  紀  章       ２ 番  佐  藤    和  

       ３ 番  野  中  秀  人       ４ 番  三  浦    猛  

       ５ 番  糸  井    淳       ６ 番  倉  橋  重  基  

       ７ 番  新  山  昌  樹       ９ 番  鈴  木  八 寿 男  

      １ ０ 番  藤  川    栄      １ ２ 番  青  柳  良  成  

      １ ３ 番  真  崎  純  孝      １ ５ 番  門  脇  博  美  

      １ ６ 番  山  手  善  美      １ ７ 番  石郷 岡  勇  一  

      １ ８ 番  千  葉  惣  永      １ ９ 番  佐  藤  善  栄  

      ２ １ 番  田  村  博  美      ２ ２ 番  山  本    實  

      ２ ３ 番  佐  藤  孝  典      ２ ４ 番  藤  村  隆  清  

      ２ ５ 番  辻      均      ２ ６ 番  沢  山  純  一  

      ２ ７ 番  羽  川  正  幸  

４ ． 欠 席 委 員  (４人 ) 

       ８ 番  大  山  久  雄      １ １ 番  黒  澤  龍  己  

      １ ４ 番  高  橋  政  敏      ２ ０ 番  藤  原  由  悦  

５ ． 議 事 日 程  

    第 １  開 会 宣 言                                 

第 ２  会 長 挨 拶                                 

第 ３  議 事 録 署 名 員並 び に 会 議 書 記 の 指名                     

  第 ４  会 務 諸 報告                                

   

 



第 ５   

   １ ． 報   告  

    （ １ ） 農 地法 第 ３ 条 の ３ 第 １ 項の 規 定 に よ る 届 出 につ い て  

    （ ２ ） 農 地の 転 用 事 実 に 関 す る回 答 書 に つ い て  

   ２ ． 議   事  

    （ １ ） 議 案第 ４ ４ 号    

       農 地法 第 ３ 条 の 規 定 に よる 許 可 申 請 に 対 す る可 否 決 定 に つ い て  

    （ ２ ） 議 案第 ４ ５ 号    

       農 地法 第 ４ 条 第 １ 項 の 規定 に よ る 許 可 申 請 に対 す る 可 否 決 定 に つい て  

    （ ３ ） 議 案第 ４ ６ 号  

       農 地法 第 ５ 条 第 １ 項 の 規定 に よ る 許 可 申 請 に対 す る 可 否 決 定 に つい て  

（ ４ ） 議 案 第 ４ ７ 号  

       農 業経 営 基 盤 強 化 促 進 法に 基 づ く 農 用 地 利 用集 積 計 画 に 対 す る 意見 決 定  

に つ い て  

（ ５ ） そ の 他  

  第 ６  閉    会  

６ ． 事 務 局 職 員  

    事 務 局 長  田  口  安  業       参   事  竹  下  義  博  

    主   任  藤  原  正  輝       主   任  小 木 田  満  洋  

７ ． 書    記  

        主   任  小 木 田  満  洋  

８ ． 議 事 録 署 名 員  

         ２ ４ 番  藤  村  隆  清        ２ ６ 番  沢  山  純  一  

９ ． 会 議 の 概 要  

 議   長    ただ 今 か ら 平 成 ２ ４ 年第 １ ３ 回 仙 北 市 農 業委 員 会 総 会 を 開 会 いた し ます。 

 議   長    先日 の 種 苗 交 換 会 、農業 委 員 大 会 お 疲 れ 様で し た 。天 候 不 良 によ り 作 業 の



遅 れ が 心 配 さ れ る とこ ろ で が 、良 く なるこ と を 願 っ て お り ます 。話 が か わ り

ま す が 、こ れは 皆 さん へ の お 願 い に な りま す 。我 が 農業 委 員会 は 、総 会 への

出 席 率 が 全 県 の 各 農業 委 員 会 の 中 で は 低い 方 で す 。 月 １ 回 の総 会 で す の で、

ど う か ス ケ ジ ュ ー ルを 調 整 し て い た だ き、皆 さ ん か ら 出 席 し てい た だ き た い

と 思 い ま す 。  

 議   長    それ で は 、本 日 の総 会へ の 出 席 委 員 は ２ ３名 。欠 席 委 員 は４ 名で す 。よ っ

て 、 本 総 会 は 定 足 数に 達 し て お り ま す 。  

 議   長    次に 、議 事 録 署 名 員並 びに 会 議 書 記 の 指 名 をこ ち ら か ら し て よ ろし い で し

ょ う か 。  

        『異 議 な し 』 の 声  

 議   長    それ で は 議 事 録 署 名 員に ２ ４ 番 藤 村 委 員、２６ 番 沢 山 委 員 両 名 を指 名 し ま

す 。 会 議 書 記 に は 小木 田 主 任 を 指 名 し ます 。  

 議   長    本日 の 会 議 の 日 程 に つき ま し て は 、お 手元 に配 布 し て い る 議 事 日程 に 従 い

進 行 い た し ま す 。 ご異 議 ご ざ い ま せ ん か。  

『 異 議 な し 』 の 声  

 議   長    異議 な し と 認 め ま す 。そ れ で は 日 程 ４ 、 会務 諸 報 告 を お 願 い しま す 。  

  田 口 局 長    《会 務 諸 報 告 の 朗 読 及び 説 明 》 （ １ ３ 時 ８分 ）  

 議   長    あり が と う ご ざ い ま した 。各 推 薦 委 員 から の報 告 は 議 事 終 了 後 にお 受 け し

た い と 思 っ て お り ま す 。 そ れ で は 日 程 ５ 、 報 告 に 入 り た い と 思 い ま す 。 事

務 局 よ り お 願 い し ます 。  

 小 木 田 主 任   報告 １ 、農 地 法 第 ３ 条の ３ 第 １ 項 の 規 定 によ る 届 出 に つ い て です 。届 出が

５ 件 あ り 、 全 て 受 理 し た 旨 を ご 報 告 し ま す 。 詳 細 に つ い て は 資 料 に 記 載 の

と お り で ご ざ い ま す 。 ５ 件 全 て が 相 続 に よ る 所 有 権 の 取 得 と な っ て お り ま

す 。 続 き ま し て 報 告 ２ 。 農 地 の 転 用 事 実 に 関 す る 照 会 書 に つ い て で す 。 ３

件 の 照 会 が あ り ま し た 。 １ 件 目 。 申 請 人 が ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん 。 土 地 の 所

在 が ○ ○ ７ ８ 番 地 １ 。 地 目 が 畑 の ２ ３ １ ㎡ 。 変 更 後 の 地 目 が 宅 地 と な っ て



お り ま す 。 土 地 の 現 況 は 非 農 地 で あ る と 確 認 済 で す 。 転 用 許 可 は 無 し 。 昭

和 ５ ０ 年 頃 ま で 前 所 有 者 の 貸 家 が あ り ま し た が 解 体 し 、 そ の 後 平 成 １ ０ 年

か ら ２ ０ 年 頃 ま で 代 行 業 者 の 事 務 所 と 車 両 置 き 場 と し て 利 用 さ れ て い た そ

う で す 。 資 料 の ２ ペ ー ジ に 案 内 図 を 載 せ て お り ま す 。 申 請 地 の 位 置 は ○ ○

橋 を 渡 っ て １ ０ ０ ｍ ほ ど の カ ー ブ の と こ ろ か ら 左 折 し 、 更 に １ ０ ０ ｍ ほ ど

の と こ ろ で す 。 続 き ま し て ２ 件 目 。 申 請 人 が ○ ○ 県 の ○ ○ さ ん 。 土 地 の 所

在 が ○ ○ １ ８ 番 地 １ 。 地 目 が 畑 の ３ ８ ６ ㎡ 。 変 更 後 の 地 目 が 宅 地 と な っ て

お り ま す 。 土 地 の 現 況 は 非 農 地 で あ る と 確 認 済 で す 。 転 用 許 可 は 無 し 。 昭

和 ３ ０ 年 頃 に 住 宅 を 建 築 し 、 そ れ 以 前 か ら 耕 作 は し て い な か っ た と の こ と

で す 。 資 料 ５ ペ ー ジ に 案 内 図 を 載 せ て お り ま す 。 申 請 地 の 位 置 は 国 道 ○ ○

号 線 を ○ ○ 市 方 面 へ 向 か い 、 ○ ○ 付 近 を 右 折 し 数 百 メ ー ト ル 進 ん だ と こ ろ

で ご ざ い ま す 。 続 き ま し て ３ 件 目 。 申 請 人 が ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん 。 土 地 の

所 在 が ○ ○ ８ ３ 番 地 １ 。 地 目 が 畑 の ５ ６ １ ㎡ 。 変 更 後 の 地 目 が 山 林 で す 。

土 地 の 現 況 は 非 農 地 で あ る と 確 認 済 で す 。 申 請 地 の 位 置 は １ 件 目 の 案 内 図

に 載 せ て お り ま す 。 １ 件 目 の 申 請 地 か ら 更 に １ ０ ０ ｍ ほ ど 南 下 し た と こ ろ

で す 。 こ の ３ 件 に つ き ま し て は 、 周 辺 の 状 況 、 非 農 地 化 し た 経 緯 、 そ の 他

総 合 的 に 判 断 し 、現状 回 復 命 令 を 発 し ない 旨 法 務 局 へ 回 答 済で ご ざ い ま す 。

以 上 で す 。  

 議   長    報告 が 終 わ り ま し た。各推 薦 委 員 か ら の 報 告は 議 事 終 了 後 に お 受け し た い

と 思 い ま す 。 そ れ で は 議 事 に 入 り ま す 。 議 案 第 ４ ４ 号 、 農 地 法 第 ３ 条 の 規

定 に よ る 許 可 申 請 に 対 す る 可 否 決 定 に つ い て を 上 程 し ま す 。 説 明 を お 願 い

し ま す 。  

 小 木 田 主 任   議案 第 ４ ４ 号 。農 地法 第３ 条 の 規 定 に よ る 許可 申 請 に 対 す る 可 否決 定 に つ

い て 。 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に り 、 別 紙 の と お り 許 可 申 請 が あ っ た の で 審 議

の う え 許 可 の 可 否 を 求 め る 。 平 成 ２ ４ 年 １ １ 月 ９ 日 提 出 。 仙 北 市 農 業 委 員

会 会 長 、 羽 川 正 幸 。  



 小 木 田 主 任   内容 に つ い て 説 明 し ます 。整 理 番 号 １ 番 。農地 の 所 在 が ○ ○ １ ８３ 番 地 １ 。

登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が ６ ９ ７ ㎡ 。 ３ 条 有 償 移 転 の 案 件 で ご ざ い ま す 。

譲 渡 人 が ○ ○ 市 の ○ ○ さ ん ４ ７ 歳 。 譲 受 人 が ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん ５ ５ 歳 。

申 請 事 由 は 譲 受 人 が 農 地 の 管 理 が 困 難 。 譲 受 人 が 経 営 規 模 の 拡 大 で す 。 申

請 地 に つ き ま し て は 、 他 者 に 貸 し 付 け て お り ま し た が 、 作 物 の 連 作 障 害 等

の 理 由 で 合 意 解 約 済 で あ り ま す 。 受 入 世 帯 の 稼 働 人 員 は １ ２ 人 中 ５ 人 が 農

作 業 従 事 。 売 買 価 格 は １ ０ ａ 当 た り ４ ３ ０ ， ４ １ ６ 円 の 総 額 ３ ０ 万 円 と な

っ て お り ま す 。 続 き ま し て 整 理 番 号 ２ 番 。 農 地 の 所 在 が ○ ○ ２ 番 地 １ 。 登

記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が １ ４ ２ ㎡ 。 合 計 １ １ 筆 の １ ３ ， ６ ４ ５ ㎡ 。 ３ 条 無

償 移 転 、 同 一 世 帯 の 親 子 間 の 案 件 で ご ざ い ま す 。 譲 渡 人 が ○ ○ 地 区 の ○ ○

さ ん ８ ７ 歳 。譲 受人が ○ ○ さ ん ６ ３ 歳。申 請 事 由 は 後 継 者 へ一 括 贈 与 で す 。

世 帯 の 稼 働 人 員 は ４ 人 中 ２ 人 が 農 作 業 従 事 と な っ て お り ま す 。 続 き ま し て

整 理 番 号 ３ 番 。 農 地 の 所 在 が ○ ○ ５ ６ ８ 番 地 。 登 記 簿 地 目 原 野 。 現 況 地 目

畑 。 面 積 が ９ ５ ５ ㎡ 。 合 計 ３ １ 筆 の ３ ５ ， ３ ２ １ ㎡ 。 ３ 条 使 用 貸 借 新 規 、

経 営 移 譲 年 金 受 給 の た め の 同 一 世 帯 内 の 親 子 間 の 案 件 で ご ざ い ま す 。 貸 付

人 が ○ ○ さ ん ５ ９ 歳 。 借 受 人 が ○ ○ さ ん ３ ３ 歳 。 双 方 ○ ○ 地 区 在 住 で す 。

世 帯 の 稼 働 人 員 は ７ 人 中 ３ 人 が 農 作 業 従 事 。 期 間 が 許 可 日 よ り １ ０ 年 間 と

な っ て お り ま す 。続き ま し て 整 理 番 号 ４番 。農 地 の 所 在 が○○ １ ３ ４ 番 地 。

登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が １ ， ９ ４ ５ ㎡ 。 整 理 番 号 ３ 番 に 関 連 す る 案 件 で

ご ざ い ま す 。 貸 付 人 が ○ ○ さ ん ８ ６ 歳 。 借 受 人 の 祖 母 に 当 た り ま す 。 借 受

人 が ○ ○ さ ん 。 整 理 番 号 ３ 番 の 申 請 事 由 と 同 じ く 経 営 移 譲 年 金 を 受 給 す る

た め の 案 件 で ご ざ い ま す 。 こ ち ら の 期 間 も 許 可 日 よ り １ ０ 年 間 と な っ て お

り ま す 。 整 理 番 号 ５ 番 か ら は 更 新 の 案 件 で ご ざ い ま す の で 説 明 は 割 愛 さ せ

て い た だ き ま す 。 以上 で す 。  

 議   長    説明 が 終 わ り ま し た 。現 地 確 認 報 告 に 入 りま す 。整 理 番 号 １ 番に つ い て は

２ ６ 番 沢 山 委 員 お 願い し ま す 。  



 26 番 沢 山    《整 理 番 号 １ 番 に つ いて 、 農 地 法 第 ３ 条 調書 に 基 づ き 現 地 確 認報 告 》  

 議   長    次に 、整 理 番 号 ２番 、３ 番 、４ 番 に つい ては １ ３ 番 真 崎 委 員 より お 願 い し

ま す 。  

 13 番 真 崎    《整 理 番 号 ２ 番 、 ３ 番、 ４ 番 に つ い て 、 農地 法 第 ３ 条 調 書 に 基づ き 現 地

確 認 報 告 》  

 議   長    現地 確 認 報 告 が 終 わ りま し た 。 ご 意 見 ご 質問 等 ご ざ い ま せ ん か。  

『 無 し 』 の 声 あ り  

 議   長    無い よ う で す の で 、議 案第 ４ ４ 号 に つ き ま して は 許 可 す る こ と にご 異 議 ご

ざ い ま せ ん か 。  

『 異 議 無 し 』 の 声  

 議   長    異議 無 し と 認 め ま す 。よ っ て 、議 案 第 ４ ４号 に つ い て は 許 可 する こ と に 決

定 し ま す 。 （ １ ３ 時１ ５ 分 ）  

 議   長    次に 、議 案 第 ４ ５ 号 、農地 法 第 ４ 条 第 １ 項 の規 定 に よ る 許 可 申 請に つ い て

を 上 程 し ま す 。 説 明を お 願 い し ま す  

 竹 下 参 事    議案 第 ４ ５ 号 、農 地 法第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定に よ る 許 可 申 請 に つい て 。農地

法 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 許 可 申 請 が あ っ た の で 、 審 議

を 求 め る 。平 成 ２４年 １ １ 月 ９ 日 提 出。仙 北 市 農 業 委 員 会 会長 、羽 川 正 幸 。 

 竹 下 参 事    内容 に つ い て 説 明 し ます 。整 理 番 号 １ 番 、農地 の 所 在 が ○ ○ １ ７７ 番 地 ５ 。

登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が １ ４ ５ ㎡ 。 永 年 転 用 の 案 件 で ご ざ い ま す 。 申 請

人 は ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん と 、 ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん で す 。 転 用 目 的 は 商 業 サ

ー ビ ス 施 設 。 転 用 理 由 は 、 携 帯 電 話 会 社 店 舗 改 築 に 伴 い 、 隣 接 し て い る 申

請 地 を 転 用 し 店 舗 敷 地 の 一 部 と し て 貸 し 付 け る た め と な っ て お り ま す 。 続

き ま し て 整 理 番 号 ２番 。農 地 の 所 在 が○○ ２ １ ２ 番 地 。登記簿 現 況 共 に 田 。

面 積 が １ １ ２ ㎡ 。 永 年 転 用 の 案 件 で ご ざ い ま す 。 申 請 人 が ○ ○ 地 区 の ○ ○

さ ん 。 転 用 目 的 が 道 路 。 転 用 理 由 は 、 自 宅 へ の 進 入 路 造 成 の た め と な っ て

お り ま す 。 続 き ま し て 整 理 番 号 ３ 番 。 農 地 の 所 在 が ○ ○ ９ 番 地 ５ 。 登 記 簿



現 況 共 に 田 。 合 計 ２ 筆 の 面 積 が ５ ５ ７ ㎡ 。 永 年 転 用 の 案 件 で ご ざ い ま す 。

申 請 者 が ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん 。 転 用 目 的 は 集 合 住 宅 等 。 転 用 理 由 が 申 請 人

が 経 営 す る 老 人 介 護 施 設 の 従 業 員 等 に 貸 し 付 け る ア パ ー ト を 建 築 す る た め

と な っ て お り ま す 。 農 地 法 第 ４ 条 別 冊 資 料 を ご 覧 く だ さ い 。 整 理 番 号 １ 番

の 申 請 地 の 位 置 で す が 、 ○ ○ 店 に 隣 接 し て い る 農 地 で す 。 次 の ペ ー ジ に 配

置 図 を 載 せ て お り ま す 。 既 存 の 店 舗 を 解 体 し 、 隣 接 す る 農 地 を 転 用 し 店 舗

拡 大 を す る 案 件 で ご ざ い ま す 。 次 に 事 業 計 画 に つ い て で す 。 事 業 費 が 総 額

２ ４ ０ 万 円 。 内 訳 は 記 載 の と お り で ご ざ い ま す 。 自 己 資 金 で 対 応 す る 計 画

で す 。 次 に 被 害 防 除 計 画 に つ い て で す 。 隣 接 地 は 自 己 所 有 農 地 で す が 、 土

砂 等 の 流 出 を 防 ぐ た め に 擁 壁 等 を 設 置 す る 計 画 で す 。 資 料 ７ ペ ー ジ か ら ９

ペ ー ジ に 各 種 図 面 を 載 せ て お り ま す 。 次 に 、 整 理 番 号 ２ 番 に つ い て で す 。

申 請 地 の 位 置 は 、 国 道 ○ ○ 号 線 を ○ ○ 市 方 面 へ 向 か い 、 ○ ○ バ イ パ ス と の

合 流 予 定 地 点 付 近 を 左 折 し 、 数 百 メ ー ト ル の と こ ろ で す 。 配 置 図 を ご 覧 く

だ さ い 。 図 面 中 央 の ２ １ ２ 番 地 を 取 付 道 路 と し て 転 用 す る 案 件 で ご ざ い ま

す 。 次 に 、 事 業 計 画 に つ い て で す 。 事 業 費 は 総 額 ３ ８ 万 円 。 内 訳 は 記 載 の

と お り で ご ざ い ま す 。 自 己 資 金 で 対 応 す る 計 画 で す 。 次 に 被 害 防 除 計 画 に

つ い て で す 。 土 砂 等 の 流 出 を 防 ぐ た め に 法 面 保 護 、 緩 衝 地 を 設 け る 計 画 で

す 。 １ ５ ペ ー ジ と １ ６ ペ ー ジ に 各 種 図 面 を 載 せ て お り ま す 。 次 に 、 整 理 番

号 ３ 番 に つ い て で す 。 申 請 地 の 位 置 は 以 前 転 用 申 請 が あ っ た ○ ○ に 隣 接 す

る 農 地 で ご ざ い ま す 。 次 に 、 事 業 計 画 に つ い て で す 。 事 業 費 は 総 額 ２ ， ７

４ ０ 万 円 。 内 訳 は 記 載 の と お り で ご ざ い ま す 。 自 己 資 金 で 対 応 す る 計 画 で

す 。 次 に 、 被 害 防 除 計 画 、 排 水 計 画 に つ い て で す 。 汚 水 、 生 活 雑 排 水 は 公

共 下 水 道 を 利 用 す る 計 画 で す 。 雨 水 は 市 道 側 溝 に 放 流 す る 計 画 で す 。 ２ ３

ペ ー ジ か ら ２ ６ ペ ージ に 各 種 図 面 を 載 せて お り ま す 。 以 上 です 。  

 議   長    説明 が 終 わ り ま し た。こ こ で 、現 地 確認 報告 に 入 り ま す 。整 理番 号 １ 番 に

つ い て は 、 ２ ３ 番 佐藤 委 員 よ り お 願 い しま す 。  



 23 番 佐 藤    先月 ２ ９ 日 に 申 請 代 理人 で あ る ○ ○ 司 法 書士 と 竹 下 参 事 と 私 の３ 人 で 現

地 を 確 認 し て ま い り ま し た 。 申 請 地 の 位 置 は 事 務 局 が 説 明 し た と お り の 場

所 で す 。国 道 の 右折レ ー ン 設 置 の た め に店 舗 敷 地 が 狭 く な ると い う こ と で 、

本 申 請 地 を 転 用 し 店 舗 敷 地 と し て 利 用 す る も の で す 。 隣 接 地 は 申 請 人 所 有

農 地 と い う こ と で 問題 無 い こ と を 確 認 しま し た 。 以 上 で す 。  

 議   長    次に 、 整 理 番 号 ２ 番 につ い て は ９ 番 鈴 木 委員 よ り お 願 い し ま す。  

 ９ 番 鈴 木    １０ 月 ２ ９ 日 に 現 地 を確 認 し て ま い り ま した 。隣 接 地 は 申 請人 所有 農 地 と

公 衆 用 道 路 で あ る こ と 等 か ら 問 題 無 い こ と を 確 認 し て ま い り ま し た 。 以 上

で す 。  

 議   長    整理 番 号 ３ 番 に つ い ては 担 当 の 倉 橋 委 員 が欠 席 し て お り ま す ので 、事 務局

の 説 明 を 参 考 に ご 審 議 い た だ き た い と 思 い ま す 。 そ れ で は 、 議 案 第 ４ ５ 号

に つ い て 、 ご 意 見 ご質 問 等 ご ざ い ま せ んか 。  

『 無 し 』 の 声 あ り  

 議   長    無い よ う で す の で 、議 案第 ４ ５ 号 に つ い て は許 可 す る こ と に ご 異議 ご ざ い

ま せ ん か 。  

『 異 議 無 し 』 の 声  

 議   長    異議 無 し と 認 め ま す 。よ っ て 、議 案 第 ４ ５号 に つ い て は 許 可 する こ と に 決

定 し ま す 。          （ １ ３ 時２ ９ 分 ）  

 議   長    次に 、議 案 第 ４ ６ 号 、農地 法 第 ５ 条 第 １ 項 の規 定 に よ る 許 可 申 請に つ い て

を 上 程 し ま す 。 説 明を お 願 い し ま す 。  

 竹 下 参 事    議案 第 ４ ６ 号 。農 地 法第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定に よ る 許 可 申 請 に つい て 。農地

法 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 許 可 申 請 が あ っ た の で 審 議 を

求 め る 。 平 成 ２ ４ 年１ １ 月 ９ 日 提 出 。 仙北 市 農 業 委 員 会 会 長。 羽 川 正 幸 。  

 竹 下 参 事    内容 に つ い て 説 明 し ます 。整 理 番 号 １ 番 から ５ 番 ま で は 、○ ○県 ○ ○ 市 の

○ ○ 株 式 会 社 が 無 線 基 地 局 設 置 工 事 の 際 に 利 用 す る 資 材 置 き 場 と し て 一 時

転 用 す る 案 件 で ご ざ い ま す 。 ５ 件 全 て が 使 用 貸 借 権 の 設 定 で ご ざ い ま す 。



整 理 番 号 １ 番 。 農 地 の 所 在 が ○ ○ ８ ７ 番 地 １ 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 合 計 ２

筆 の １ ，３ ５ ４ ㎡ のう ち 、１ ３ ２ ．７ １㎡ 。貸 付 人 は ○ ○ 地区 の ○ ○ さ ん 。

続 き ま し て 整 理 番 号 ２ 番 。 農 地 の 所 在 が ○ ○ １ ３ ７ 番 地 １ 。 登 記 簿 現 況 共

に 田 。 面 積 が ２ ， ７ ５ ５ ㎡ の う ち ３ ４ ０ ． １ ６ ㎡ 。 貸 付 人 は ○ ○ 地 区 の ○

○ さ ん 。 続 き ま し て 整 理 番 号 ３ 番 。 農 地 の 所 在 が ○ ○ ２ ０ ４ 番 地 １ 。 登 記

簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が １ ， ４ ５ ５ ㎡ の う ち ２ ３ ０ ． ５ １ ㎡ 。 貸 付 人 は ○ ○

地 区 の ○ ○ さ ん 。続き ま し て 整 理 番 号 ４番 。農 地 の 所 在 が○○ ３ ９ 番 地 １ 。

登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が ３ ４ １ ㎡ の う ち １ ７ ３ ． ３ １ ㎡ 。 貸 付 人 は ○ ○

地 区 の ○ ○ さ ん 。 続 き ま し て 整 理 番 号 ５ 番 。 農 地 の 所 在 が ○ ○ ９ ７ 番 地 。

登 記 簿 現 況 共 に 田 。 合 計 ２ 筆 の ３ ， ５ ５ ０ ㎡ の う ち ９ ７ ０ ． ９ １ ㎡ 。 貸 付

人 は ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん 。 整 理 番 号 ６ 番 か ら は 永 年 転 用 の 案 件 で ご ざ い ま

す 。 整 理 番 号 ６ 番 、 農 地 の 所 在 が ○ ○ １ ７ ７ 番 地 ２ 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。

面 積 が ３ ８ ０ ㎡ 。 所 有 権 移 転 の 案 件 で ご ざ い ま す 。 譲 渡 人 は ○ ○ 市 の ○ ○

さ ん 。 譲 受 人 は ○ ○ 地 区 の 社 会 福 祉 法 人 ○ ○ 。 転 用 目 的 は 取 付 道 路 。 転 用

理 由 は 、 工 場 跡 地 に 福 祉 施 設 を 建 設 し 、 そ の 取 付 道 路 と し て 利 用 し た い と

な っ て お り ま す 。 続 き ま し て 整 理 番 号 ７ 番 、 農 地 の 所 在 が ○ ○ １ ８ ０ 番 地

２ 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が ７ ２ ㎡ 。 所 有 権 移 転 の 案 件 で ご ざ い ま す 。

譲 渡 人 は ○ ○ さ ん 。 譲 受 人 は 整 理 番 号 ６ 番 と 同 じ く ○ ○ 。 転 用 目 的 、 転 用

理 由 は 整 理 番 号 ６ 番 と 同 様 で す 。 続 き ま し て 整 理 番 号 ８ 番 、 農 地 の 所 在 が

○ ○ ６ ３ 番 地 ５ 。 登 記 簿 現 況 共 に 畑 。 面 積 が ５ １ ８ ㎡ 。 所 有 権 移 転 の 案 件

で ご ざ い ま す 。 譲 渡 人 は ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん 。 譲 受 人 は ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ

ん 。 転 用 目 的 は 一 般 個 人 住 宅 。 転 用 理 由 は 、 市 営 住 宅 に 夫 婦 、 子 供 ２ 人 と

居 住 し て い る が 非 常 に 狭 い の で 住 宅 を 新 築 し た い と な っ て お り ま す 。 続 き

ま し て 整 理 番 号 ９ 番 。 農 地 の 所 在 が ○ ○ ３ ７ 番 地 ６ 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。

面 積 が ５ ５ ４ ㎡ 。 所 有 権 移 転 の 案 件 で ご ざ い ま す 。 譲 渡 人 は ○ ○ 地 区 の ○

○ さ ん 。 譲 受 人 は ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん 。 転 用 目 的 は 一 般 個 人 住 宅 。 転 用 理



由 は 、 現 在 貸 家 に 住 ん で い る の で 当 該 地 を 譲 り 受 け 居 宅 を 建 築 す る た め と

な っ て お り ま す 。 続 き ま し て 整 理 番 号 １ ０ 番 。 農 地 の 所 在 が ○ ○ ３ ７ 番 地

７ 。登 記 簿 現 況 共に田 。面 積 が ２ ４ ６㎡。所 有 権 移 転 の 案件で ご ざ い ま す 。

譲 渡 人 は 整 理 番 号 ９ 番 と 同 じ く ○ ○ さ ん 。 譲 受 人 は ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん 。

転 用 目 的 は 車 庫 。 転 用 理 由 は 現 在 居 住 し て い る 土 地 が 狭 い の で 、 当 該 地 を

譲 り 受 け 車 庫 を 建 築 す る た め と な っ て お り ま す 。 続 き ま し て 整 理 番 号 １ １

番 。 農 地 の 所 在 が ○ ○ ４ １ 番 地 １ 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が ５ １ ４ ㎡ 。

所 有 権 移 転 の 案 件 で ご ざ い ま す 。 譲 渡 人 は ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん 。 譲 受 人 は

○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん 。 転 用 目 的 は 一 般 個 人 住 宅 。 転 用 理 由 は 、 妻 の 実 家 に

夫 婦 、 子 供 ２ 人 と 妻 の 両 親 、 祖 父 母 と 居 住 し て い る が 、 非 常 に 狭 い の で 本

人 と 妻 、 子 供 ２ 人 が 居 住 す る た め の 住 宅 を 新 築 し た い と な っ て お り ま す 。

詳 細 に つ い て は 別 冊 資 料 を 基 に 説 明 し ま す 。 始 め に 一 時 転 用 の 案 件 に つ い

て で す 。 事 前 に ご 確 認 い た だ い て い る と 思 い ま す の で 説 明 は 割 愛 さ せ て い

た だ き ま す 。 整 理 番 号 ５ 番 の 一 時 転 用 の 件 に つ き ま し て は 、 １ ０ ａ 近 い 面

積 に な っ て い ま す が 、 無 線 基 地 局 を 設 置 す る と こ ろ ま で の 道 路 が 無 い と い

う こ と で 、 一 時 転 用 別 冊 資 料 の ３ ９ ペ ー ジ に 載 せ て い る 図 面 を ご 覧 い た だ

け れ ば 解 る と 思 い ま す が 、 か な り の 距 離 を 道 路 と し て 一 時 転 用 す る た め こ

の よ う な 面 積 に な り ま す 。 次 に 永 年 転 用 に つ い て で す が 、 永 年 転 用 別 冊 資

料 を 基 に 説 明 し ま す 。 整 理 番 号 ６ 番 と ７ 番 に つ い て で す が 、 申 請 地 の 位 置

は 国 道 ○ ○ 号 線 を ○ ○ 庁 舎 か ら ３ ｋ ｍ ほ ど 南 下 し た と こ ろ の 、 ○ ○ 工 場 跡

地 で ご ざ い ま す 。 次 に 事 業 計 画 に つ い て で す 。 事 業 を 行 う 理 由 で す が 、 現

在 仙 北 市 所 有 の 建 物 ２ 棟 を 借 り て 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 を 行 っ て い る が 建 物 の

老 朽 化 等 の 理 由 で 本 事 業 を 計 画 し た と の こ と で す 。 転 用 事 業 費 は 総 額 ６ ６

６ 万 円 。内 訳 は 記載の と お り で ご ざ い ます 。自 己 資 金 で 対応す る 計 画 で す 。

次 に 被 害 防 除 計 画 に つ い て で す 。 法 面 保 護 、 緩 衝 地 帯 を 設 け る こ と で 隣 接

農 地 へ の 土 砂 等 の 流 出 を 防 ぐ 計 画 で す 。 ６ ペ ー ジ か ら ８ ペ ー ジ に 各 種 図 面



を 載 せ て い ま す 。 次 に 整 理 番 号 ８ 番 に つ い て で す 。 申 請 地 の 位 置 は 、 国 道

○ ○ 号 線 か ら 県 道 ○ ○ 線 へ 入 り 、 数 百 メ ー ト ル の と こ ろ を 左 折 し た と こ ろ

で す 。 次 に 事 業 計 画 に つ い て で す 。 転 用 理 由 は 先 程 説 明 し た と お り で ご ざ

い ま す 。事 業 費 は総額 １ ，９ ０ ０ 万 円。内 訳 は 記 載 の と お りで ご ざ い ま す 。

借 入 金 で 対 応 す る 計 画 で す 。 次 に 被 害 防 除 計 画 に つ い て で す 。 緩 衝 地 を 設

け て 隣 接 地 へ の 土 砂 等 の 流 出 を 防 ぐ 計 画 で す 。 排 水 に つ い て は 、 汚 水 、 生

活 雑 排 水 は 公 共 下 水 道 を 利 用 。 雨 水 に つ い て は 、 自 然 流 下 す る 計 画 で す 。

１ ４ ペ ー ジ か ら １ ６ ペ ー ジ に 各 種 図 面 を 載 せ て い ま す 。 次 に 整 理 番 号 ９ 番

と １ ０ 番 に つ い て で す 。 申 請 地 の 位 置 は 市 道 ○ ○ 線 の 沿 線 上 で ○ ○ 公 園 の

隣 接 地 で す 。 次 に 事 業 計 画 に つ い て で す 。 事 業 費 は 総 額 １ ３ ， ３ ０ ４ ， ０

０ ０ 円 。 内 訳 は 記 載 の と お り で ご ざ い ま す 。 借 入 金 で 対 応 す る 計 画 で す 。

次 に 被 害 防 除 計 画 に つ い て で す 。 人 工 芝 に よ る 法 面 保 護 を す る 計 画 で ご ざ

い ま す 。 汚 水 、 生 活 雑 排 水 に つ い て は 公 共 下 水 道 を 利 用 、 雨 水 は 自 然 流 下

す る 計 画 で す 。 ２ ２ ペ ー ジ か ら ２ ５ ペ ー ジ に 各 種 図 面 を 載 せ て い ま す 。 次

に 整 理 番 号 １ １ 番 に つ い て で す 。 申 請 地 の 位 置 が 前 々 回 の 総 会 で 宅 地 分 譲

の 案 件 と し て ご 審 議 い た だ い た 土 地 の 隣 接 地 に な り ま す 。 事 業 計 画 に つ い

て で す が 、 事 業 費 が 総 額 ３ ， ８ ８ ５ 万 円 。 内 訳 は 記 載 の と お り で す 。 自 己

資 金 と 借 入 金 で 対 応 す る 計 画 で す 。 次 に 被 害 防 除 計 画 に つ い て で す 。 擁 壁

を 設 け て 隣 接 地 へ の 影 響 を 防 ぐ 計 画 で す 。 汚 水 、 生 活 雑 排 水 は 公 共 下 水 道

を 利 用 。 雨 水 は 自 然 流 下 す る 計 画 で す 。 ４ ０ ペ ー ジ か ら ４ ３ ペ ー ジ に 各 種

図 面 を 載 せ て い ま す。 以 上 で す 。  

 議   長    説明 が 終 わ り ま し た。こ こ で 現 地 確 認 報 告に 入 り ま す 。整理 番号 １ 番 、２

番 に つ い て １ ５ 番 門脇 委 員 よ り お 願 い しま す 。  

 15 番 門 脇    １１ 月 ２ 日 に 事 業 主 と参 事 と 私 の ３ 人 で 現地 を 確 認 し て ま い りま し た 。

ど ち ら の 申 請 地 も 国 道 ○ ○ 号 線 に 隣 接 し た 農 地 で 長 年 転 作 地 と し て 自 己 保

全 管 理 さ れ て い た 農 地 で す 。 用 水 、 隣 接 等 問 題 無 い こ と を 確 認 し ま し た 。



以 上 で す 。  

 議   長    次に 、 整 理 番 号 ３ 番 につ い て １ ９ 番 佐 藤 委員 よ り お 願 い し ま す。  

 19 番 佐 藤    この 土 地 に つ き ま し ては 、 貸 付 人 の 田 ん ぼが 並 ん で い る 一 画 です 。 用 排

水 路 等 も 問 題 無 い こと を 確 認 し ま し た 。以 上 で す 。  

 議   長    次に 、 整 理 番 号 ４ 番 と５ 番 に つ い て は 私 から 報 告 し ま す 。  

 議   長    整理 番 号 ４ 番 の 申 請 地で は 水 稲 栽 培 を 行 って お り ま し た が 、耕 作不 便 で 困

っ て い る と い う こ と で し た 。 周 辺 、 用 排 水 等 に つ い て は 問 題 無 い こ と を 確

認 し ま し た 。 整 理 番 号 ５ 番 に つ い て は 、 遊 休 化 し か け て い る 農 地 で あ り 、

周 辺 等 も 問 題 無 い こと を 確 認 し て ま い りま し た 。 以 上 で す 。  

 議   長    次に 、整 理 番 号 ６ 番 と７番 に つ い て は 、２ ４番藤 村 委 員 よ り お 願 いし ま す 。 

 24 番 藤 村    １０ 月 ２ ９ 日 に 事 業 主と 竹 下 参 事 と 私 で 現地 を 確 認 し て ま い りま し た 。

隣 接 者 か ら は 同 意 済 で あ り 、 周 辺 農 地 、 用 排 水 路 へ の 悪 影 響 は 無 い も の と

確 認 し ま し た 。 以 上で す 。  

 議   長    次に 、 整 理 番 号 ８ 番 につ い て は 、 ９ 番 鈴 木委 員 よ り お 願 い し ます 。  

 ９ 番 鈴 木    １０ 月 ２ ９ 日 に 現 地 を確 認 し て ま い り ま した 。隣 接 す る 畑 との 境界 は は っ

き り し て い ま す 。 下 水 道 の 工 事 も 完 了 し て い ま す 。 雨 水 を 自 然 流 下 す る 計

画 に つ い て も 土 地 改 良 組 合 か ら の 同 意 を 得 て い ま す の で 問 題 無 い と 判 断 で

き ま す 。 以 上 で す 。  

 議   長    次に 、整 理 番 号 ９ 番 と１ ０ 番 に つ い て で すが 、担 当 の 倉 橋 委 員が 欠 席 で す

の で 私 か ら 報 告 し ま す 。 申 請 地 は 周 辺 か ら 一 段 低 く な っ て い る 農 地 で 自 己

保 全 管 理 さ れ て い ます 。 水 利 関 係 、 そ の他 問 題 な い と 思 わ れま す 。  

 議   長    次に 、 整 理 番 号 １ １ 番に つ い て は ２ ３ 番 佐藤 委 員 よ り お 願 い しま す 。  

 23 番 佐 藤    １０ 月 ３ ０ 日 に ○ ○ 司法 書 士 と 竹 下 参 事 と私 で 現 地 を 確 認 し てま い り ま

し た 。 申 請 地 は 先 程 説 明 が あ り ま し た が 、 転 用 済 の 土 地 の 地 続 き の と こ ろ

で す 。 水 利 、 日 照 等同 意 済 で 問 題 無 い こと を 確 認 し ま し た 。以 上 で す 。  

 議   長    現地 確 認 報 告 が 終 わ りま し た 。議 案 第 ４６ 号に つ い て ご 意 見 ご 質問 等 ご ざ



い ま せ ん か 。  

 12 番 青 柳    議長 。  

 議   長    どう ぞ 。  

 12 番 青 柳    資材 置 き 場 の 件 に つ いて で す が 、 舗 装 等 はし な い の で す か 。  

 議   長    露天 資 材 置 き 場 に つ いて は 一 時 転 用 で す ので 、鉄 板 を 敷 い て利 用す る こ と

に な る と 思 い ま す 。 携 帯 電 話 の 無 線 基 地 局 に つ い て は こ れ ま で も 邪 魔 に な

ら な い よ う な 場 所 に設 置 し て い る よ う です の で 問 題 な い と 思い ま す 。  

 議   長    他に あ り ま せ ん か 。  

『 無 し 』 の 声 あ り  

 議   長    無い よ う で す の で 、議 案第 ４ ６ 号 に つ い て は許 可 す る こ と に ご 異議 ご ざ い

ま せ ん か 。  

『 異 議 無 し 』 の 声  

 議   長    異議 無 し と 認 め ま す 。よ っ て 、議 案 第 ４ ６号 に つ い て は 許 可 する こ と に 決

定 し ま す 。    （１ ３ 時 ５ ３ 分 ）  

 議   長    次に 、議 案 第 ４ ７ 号 、農用 地 利 用 集 積 計 画 に対 す る 意 見 決 定 に つい て を 上

程 し ま す 。 説 明 を お願 い し ま す 。  

 藤 原 主 任    議案 第 ４ ７ 号 。農 業経 営基 盤 強 化 促 進 法 に 基づ く 農 業 地 利 用 集 積計 画 に 対

す る 意 見 決 定 に つ いて 。農 業 経 営 基 盤強化 促 進 法 第 １ ８ 条 の規 定 に 基 づ き 、

別 紙 の と お り 農 用 地 利 用 集 積 計 画 の 策 定 に つ い て 仙 北 市 長 よ り 諮 問 を 受 け

た の で 、 審 議 の う え 意 見 の 決 定 を 求 め る 。 平 成 ２ ４ 年 １ １ 月 ９ 日 提 出 。 仙

北 市 農 業 委 員 会 会 長、 羽 川 正 幸 。  

 藤 原 主 任    内容 に つ い て 説 明 し ます 。整 理 番 号 １ 番 と２ 番 、所 有 権 移 転 の案 件 で ご ざ

い ま す 。 関 連 し て い る 案 件 で す の で 一 括 し て 説 明 し ま す 。 農 地 の 所 在 が ○

○ ３ ０ ９ 番 地 。 登 記 簿 現 況 共 に 田 。 面 積 が １ ， ２ １ ３ ㎡ 。 合 計 ５ 筆 の ５ ，

６ ５ ７ ㎡ 。 移 転 す る の は ○ ○ 地 区 の ○ ○ さ ん ７ ７ 歳 。 ２ 番 の 農 地 の 所 在 が

○ ○ ６ ０ 番 地 １ 。 登 記 簿 現 況 共 に 畑 。 面 積 が ４ ８ ８ ㎡ 。 移 転 す る の は ○ ○



さ ん ５ ２ 歳 。 整 理 番 号 １ 番 の 所 有 者 の 息 子 に 当 た り ま す 。 受 け る の は ○ ○

地 区 の ○ ○ さ ん ４ ９歳 。売 買 価 格 は 、整理 番 号 １ 番 が １ ０ ａ当 た り ８ ６ ６ ，

１ ８ ３ 円 の 総 額 ４ ９ ０ 万 円 。 整 理 番 号 ２ 番 が １ ０ ａ 当 た り ２ ０ ４ ， ９ １ ８

円 の 総 額 １ ０ 万 円 と な っ て お り ま す 。 資 金 は Ｊ Ａ 資 金 を 活 用 す る 計 画 で ご

ざ い ま す 。 以 上 で す。  

 議   長    説明 が 終 わ り ま し た 。ご 意 見 ご 質 問 等 ご ざい ま せ ん か 。  

『 無 し 』 の 声 あ り  

 議   長    無い よ う で す の で 、議案 第 ４ ７ 号 に つ い ては 、こ と と お り 策 定す る こ と に

ご 異 議 ご ざ い ま せ んか 。  

『 異 議 無 し 』 の 声  

 議   長    異議 無 し と 認 め ま す 。よ っ て 、議 案 第 ４ ７号 に つ い て は 適 正 であ る と 認 め

る こ と に 決 定 し ま す。    （ １ ３ 時 ５８ 分 ）  

 議   長    予定 さ れ て い た 議 案 が終 了 し ま し た 。次 に 、各 推 薦 委 員 か ら の 報告 等 ご ざ

い ま し た ら お 願 い しま す 。  

 10 番 藤 川    議長 。  

 議   長    どう ぞ 。  

 10 番 藤 川    農協 か ら の 報 告 で す 。米 の 収 量 と 一 等 米 比率 に つ い て で す 。 角館 地 区 の

数 量 が ６ ５ ， ６ １ ７ ． ７ で 一 等 米 比 率 が ８ ９ ． ５ ％ 。 西 木 地 区 が ３ ７ ， ６

４ ５ ．５ の ８ ７ ．１％ 。田 沢 湖 地 区 が ８６ ，５ ６ ０ ．７ の９３ ．６ ％ で す 。

以 上 で す 。  

 議   長    他に あ り ま せ ん か 。  

『 無 し 』 の 声 あ り  

 議   長    次に 、 協 議 に 入 り ま す。 事 務 局 よ り お 願 いし ま す 。  

 竹 下 参 事    《協 議 事 項  平 成 ２ ５年 度 仙 北 市 農 業 施 策に 関 す る 建 議 書 に つい て 》  

        説明  

 議   長    この こ と に つ い て 、 ご意 見 ご 質 問 等 ご ざ いま せ ん か 。  



 22 番 山 本    議長 。  

 議   長    どう ぞ 。  

 22 番 山 本    建議 書 の 中 身 に つ い ては 、 農 政 専 門 委 員 会が 付 託 を 受 け ま し て、 １ ０ 月

２ ５ 日 の 専 門 委 員 会 で ま と め た も の で す が 、 中 で も 基 盤 整 備 対 策 事 業 に つ

い て は 強 く 要 請 し てい き た い と 考 え て おり ま す 。さ ら に 詳しく 言 い ま す と 、

農 林 部 に 担 当 を 置 い て 専 門 的 な 部 門 を ひ と つ 設 け て い た だ い て 積 極 的 に 取

り 組 ん で い た だ き た い と い う 内 容 を 肉 付 け し て 要 請 し て み て は ど う だ ろ う

か と 考 え て お り ま す 。 こ れ か ら 皆 さ ん の 意 見 も 聞 い て 、 １ １ 月 ２ ６ 日 の 専

門 委 員 会 で ま と め て提 出 し た い と 考 え てお り ま す 。  

 議   長    とい う こ と で す が 、 ご意 見 ご 質 問 等 ご ざ いま せ ん か 。  

 12 番 青 柳    議長 。  

 議   長    どう ぞ 。  

 12 番 青 柳    カド ミ が 出 る 水 田 に 関し て は 、 貸 し た い 人は い る が 借 り た い 人が い な い

と い う の が 現 状 で す 。 基 盤 整 備 事 業 に 対 す る 要 請 の 中 に 、 カ ド ミ 関 係 の 内

容 も 入 れ て 要 請 し てい た だ き た い と 思 いま す 。  

 議   長    他に あ り ま せ ん か 。  

 ３ 番 糸 井    議長 。  

 議   長    どう ぞ 。  

 ３ 番 糸 井    土地 改 良 関 係 に つ き まし て は 、仙 北 市 管内 で計 画 を 立 て て 進 ん でい る こ と

だ と 思 い ま す 。 し か し な が ら 行 政 サ イ ド で は 政 策 、 あ る い は 施 策 が 急 速 に

変 わ っ て き て 対 応 す る の が 大 変 な の で は な い か と 思 い ま す 。 や は り 、 事 業

が ス ム ー ズ に 進 む よ う に 担 当 部 署 を 改 善 し て い か な け れ ば な ら な い と 思 い

ま す 。 そ の 辺 も 要 請し て い た だ き た い と思 い ま す 。  

 議   長    我々 も 、ど の よ う な補 助事 業 が あ る の か と いう こ と を 把 握 し て おか な け れ

ば な ら な い と 思 い ま す 。 そ の た め に は 、 担 当 部 署 か ら 補 助 事 業 の 説 明 等 い

た だ け れ ば あ り が たい で す 。 他 に あ り ませ ん か 。  



『 無 し 』 の 声  

         （ 閉  会 ）  

 議   長    以 上 を も ち ま し て 平 成 ２ ４ 年 第 １ ３ 回 仙 北 市 農 業 委 員 会 総 会 を 閉 会 い た

し ま す 。 お 疲 れ 様 でし た 。 （ １ ４ 時 ３ ０分 ）  

        上記 の と お り 会 議 の 顛末 を 記 載 し 、 相 違 ない こ と を 認 め 署 名 する 。  

            平成 ２ ４ 年 １ １ 月  ９日  

                 議    長          羽  川  正  幸          

                    署  名  員   ２４番     藤  村  隆  清          

                    署  名  員   ２６番     沢  山  純  一          

 


